
「社会福祉法」（昭和 26年 3月 29日法律第 45号） 改正状況 

前回改正前（平成 23年８月 30日施行） 前回改正後（平成 30年４月１日施行）改正部分 現行（令和３年４月１日施行）改正部分 

 

第１章 総則 

 

（略） 

 

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び

地方公共団体の責務） 

第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的と

する事業を経営する者と協力して、社会福祉を目

的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られる

よう、福祉サービスを提供する体制の確保に関す

る施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関す

る施策その他の必要な各般の措置を講じなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第十章 地域福祉の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一節 地域福祉計画 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条  

（略） 

 

（都道府県地域福祉支援計画） 

第百八条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成

に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地

から、市町村の地域福祉の支援に関する事項とし

て次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「都

道府県地域福祉支援計画」という。）を策定し、又

は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会

の開催等住民その他の者の意見を反映させるため

に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その

内容を公表するよう努めるものとする。 

一 市町村の地域福祉の推進を支援するための基

本的方針に関する事項 

 

 

 

二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確

保又は資質の向上に関する事項 

三 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福

祉を目的とする事業の健全な発達のための基

盤整備に関する事項 

 

第１章 総則 

 

（略） 

 

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び

地方公共団体の責務） 

第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的と

する事業を経営する者と協力して、社会福祉を目

的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られる

よう、福祉サービスを提供する体制の確保に関す

る施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関す

る施策その他の必要な各般の措置を講じなければ

ならない。 

２ 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活

課題を把握し、支援関係機関との連携等によりそ

の解決を図ることを促進する施策その他地域福祉

の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努

めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第十章 地域福祉の推進 

第一節 包括的な支援体制の整備 

第百六条の二  地域子育て支援拠点事業等経営者の責務 

 （略） 

第百六条の三 包括的支援体制整備 

 （略） 

 

 

 

第二節 地域福祉計画  

（市町村地域福祉計画） 

第百七条  

（略） 

 

（都道府県地域福祉支援計画） 

第百八条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成

に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地

から、市町村の地域福祉の支援に関する事項とし

て次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「都

道府県地域福祉支援計画」という。）を策定するよ

う努めるものとする。 

 

 

 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、

児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項 

二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基

本的方針に関する事項 

三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確

保又は資質の向上に関する事項 

四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福

祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤

整備に関する事項 

五 市町村による第百六条の三第一項各号に掲げ

る事業の実施の支援に関する事項 

 

２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定

し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させ

るよう努めるとともに、その内容を公表するよう

努めるものとする。 

３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県

地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価

を行うよう努めるとともに、必要があると認める

ときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更す

るものとする。 

 

 

第１章 総則 

 

（略） 

 

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び

地方公共団体の責務） 

第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的と

する事業を経営する者と協力して、社会福祉を目

的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られる

よう、福祉サービスを提供する体制の確保に関す

る施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関す

る施策その他の必要な各般の措置を講じなければ

ならない。 

２ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に

資する支援が包括的に提供される体制の整備その

他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講

ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当た

つては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域

再生に関する施策その他の関連施策との連携に配

慮するよう努めなければならない。 

３ 国及び都道府県は、市町村（特別区を含む。以

下同じ。）において第百六条の四第二項に規定する

重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解

決に資する支援が包括的に提供される体制の整備

が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情

報の提供その他の援助を行わなければならない。 

 

（略） 

 

第十章 地域福祉の推進  

第一節 包括的な支援体制の整備 

第百六条の二 地域子育て支援拠点事業等経営者の責務 

 （略） 

第百六条の三 包括的支援体制整備 

 （略） 

第百六条の五～第百六条の十一 重層的支援体制整備事業 

 （略） 

 

第二節 地域福祉計画 

 （市町村地域福祉計画） 

第百七条  

（略） 

 

（都道府県地域福祉支援計画） 

第百八条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成

に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地

から、市町村の地域福祉の支援に関する事項とし

て次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「都

道府県地域福祉支援計画」という。）を策定する

よう努めるものとする。 

 

 

 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、

児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項 

二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基

本的方針に関する事項 

三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確

保又は資質の向上に関する事項 

四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福

祉を目的とする事業の健全な発達のための基

盤整備に関する事項 

五 市町村による地域生活課題の解決に資する支

援が包括的に提供される体制の整備の実施の

支援に関する事項 

２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定

し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させ

るよう努めるとともに、その内容を公表するよう

努めるものとする。 

３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県

地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価

を行うよう努めるとともに、必要があると認める

ときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更す

るものとする。 
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